
電波利用の現状（移動系）

☆　周波数割当の現状
☆　周波数割当のルール
☆　移動通信に必要な周波数
☆　自営系移動通信の動向
☆　周波数有効利用方策

総務省電波部移動通信課
（平成１８年１２月２６日）



　電波の範囲

電　磁　波

周波数が3THz*以下

電　波
光　波（光）
赤外線・可視光線
・紫外線など。

可視光線は、唯一
目に見える電磁波

周波数が
3THz～

10,000THz

周波数が
10,000
THz以上

電離放射線
Ｘ線・ガンマ線
など。

※ THz：テラヘルツ（ 1兆Hz）

（波長）
（周波数）

1km
300kHz

10m
30MHz

10cm
3GHz

1cm
30GHz

0.1mm
3THz

100nm以下
10000THz

100km
3kHz

10,000km
30Hz0Hz

（電波の伝わり方）
（伝送できる情報量）

障害物の後ろに回り込む
情報量が小さい

直進する
情報量が大きい

電波法 第２条により規定

電界

磁界

進行方向

電磁波とは、電界と磁界がお互いに影響しながら空間を光速で伝わっていく波のこと。



　　電波利用の分類

電波を使って情報を伝送

通信

放送

移動系

固定系

衛星系

公衆系　・・・　携帯電話、ＬＡＮ　等

自営系

陸上移動

航空海上

地上ＴＶ放送、ラジオ、衛星放送・・・

光ファイバー化が進捗

警察通信、防災・救
急、ＭＣＡ、タクシー
、鉄道、電気・ガス　
等、様々

電波のエネルギーを利用

電波の伝搬特性を利用（測位）

無線航行、無線標定・・・航空援助装置（ＩＬＳ、ＤＭＥ）、気象レーダー

高周波利用設備　・・・　電子レンジ、超音波洗浄機　等



　　電波の具体的な利用

・各周波数の使い方は、国際電気通信連合（ＩＴＵ）で国際分配を決定
・総務省は国際分配に基づき国内分配を決定 （周波数割当計画）

伝送できる情報量 大きい小さい

1km
300kHz

100m
3MHz

10m
30MHz

1m
300MHz

10cm
3GHz

1cm
30GHz

1mm
300GHz

10km
30kHz

波長
周波数

長　波
ＬＦ

中　波
ＭＦ

短　波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ波
ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

特に稠密に利用されている「３GHz以下」では、

①通信関連

③放送関連

②無線航行

④その他
①通信関連・・・携帯電話、無線LAN、航空・海上無線、MCA

　　　　　　　　　 警察・救急・防災無線、アマチュア無線など

②無線航行・・・各種ﾚｰﾀﾞｰ、航空・海上無線航行施設など

③放送関連・・・ＴＶ放送、ラジオ放送、衛星放送、ＦＰＵなど

④その他　 ・・・電波天文、宇宙運用、気象衛星など

「利用形態別の割合」

赤外線
可視光線



電波の監理

　　　　　　　【電波法】
無線局の開設には総務大臣の免許が必要

・携帯電話
・放送局
・固定局
・無線航行
・航空・海上無線
・衛星通信・放送
・レーダー
・警察/消防無線
・アマチュア
・・・

　免許不要局
・微弱無線局

・特定小電力
　　ラジオマイク
　　無線ＬＡＮ
　　ＰＨＳ
　　コードレス
　　小電力ｾｷｭﾘﾃｨ
　　無線電話
　　ﾃﾞｰﾀ転送・・・等

・ラジコン

　【その他】

（自衛隊法第１１２条）

無線局の免許及び検査並
びに無線従事者に関する
ものは、自衛隊がそのレ
ーダー及び移動体の無線
設備を使用する場合につ
いては、適用しない。

自衛隊がそのレーダー及
び移動体の無線設備を使
用する場合には、その使
用する周波数について、
総務大臣の承認を受けな
ければならない。

（その他）

+

１億局を超えている。



微弱無線局と特定小電力無線局（例：キーレスエントリー）

260MHz 322MHz 433MHz 470MHz315MHz

（dBμV/m）

80dB

70dB

60dB

50dB

40dB

30dB

微弱基準
500μV/m　＠3m（322MHz以下）

35μV/m　＠3m（322MHz-10GHz以下）

許容電界強度（３ｍ）

周波数(MHz)

電波の強さが基準以下ならば、免許不要で自由に使える。（技術基準なし）

特
定
小
電
力
無
線
局

微弱より強い電波だが、技術基準を定めて、免許
不要として制度化。（技術基準適合証明が必要）

電
波
の
強
さ

微弱無線局

（今回、これで制度化）

（従来、これで使用）



免許不要局の周波数

ラジオマイク、
音声アシスト

(835kHz)
コードレス

電話（親）

(1.1MHz)
ワイヤレスカード

(14kHz)

M
H
z

M
H
z

G
H
z

8
0
6

8
1
0

ラジオマイク
(4MHz)

1
3
.5
6

7
4
.6

7
6

コードレス電話（子）

(1.1MHz)
ラジオマイク

(335kHz)

2
5
3
.9

2
5
5

無線電話、テレメ・テレコン、
医療用テレメータ、無線呼出、

小電力セキュリティ、

(8.2MHz)

3
2
2

3
2
2
.4

3
8
0
.2

3
8
1
.3

4
1
3
.7

4
3
0

4
4
0

4
6
9
.5

1
2
1
6

1
2
1
7

1
2
5
2

1
2
5
3

テレメ・テレコン
(2MHz)

1
8
8
4
.5

1
9
1
9
.6

PHS端末、
デジタルコードレス電話

(35.1MHz)
無線ＬＡＮ
(97MHz)

2
4
0
0

2
4
9
7

5
1
5
0

5
3
5
0

無線ＬＡＮ
(200MHz)

5
7
7
0

5
8
5
0

狭域通信、ＥＴＣ
(80MHz)

1
0
.5
1

1
0
.5
4

移動体検知セ
ンサ(30MHz)

2
4
.0
5

2
4
.7
7

2
4
.2
5

2
5
.2
3

2
7
.0
2

2
7
.4
6

5
9 6
6

7
6

7
7

移動体検知センサ
(200MHz)

ミリ波データ伝送、
ミリ波レーダー

(7000MHz)
広帯域移動ア
クセス

(900MHz)

ミリ波レーダー

(1000MHz)

4
9
0
0

5
0
0
0

5
0
3
0

5
0
9
1

無線アクセス端末
(161MHz)

電波の約１割は免許不要の局に割当て

２
７

４
０

７
２

ラジコン タグ
キーレス

無線ＬＡＮ



　電波の割当の流れ

割当ての流れ

需要
発生

国際的
な分配

国内的
な分配

制度創設
無線局
の免許

無線局審査基準の策
定・具体的な免許処理

技術基準等の策定・割当計画の変更
（情報通信審議会、電波監理審議会）

ITUの場で議論
各国が提案

割当てのルール →　海・空は共通、陸は独自に

（無線通信規則４．４）

主管庁は、この周波数分配表（国際分配）に反して周波数を割り当ててはならない。
但し、他の無線局に混信を与えないこと及び混信からの保護を要求しない場合はこの限りではない。

国際分配（MHz） 国内分配（MHz） 無線局の目的 周波数の使用条件

固定 公共業務

移動 電気通信業務用（携帯無線通信用）

公共業務用

携帯無線通信用への割当
は別表7-2による。

1８５０-１８８５ 移動 公共業務用

電気通信業務用（PHS、携帯無線通信用）

小電力業務用（PHS）

ＰＨＳ用への割当は別表6-
3-6による。

1710-1930　　固定／移動 1710-1８５０

6

第一地域
第二地域

第三地域



６GHz以下の電波の使用状況

放送ＬＡＮ等宇宙運用↑
携帯
衛星 公共業務

３
．
９
G
H
z

２
．
０
G
H
z

１
０
０
０
M
H
z

公共・一般業務の移動通信等
公共・一
般業務等

２
．
１
７
G
H
z

短
波

移動／放送

３
．
０
G
H
z

４
．
０
G
H
z

２
．
０
１
０
G
H
z

２
．
０
２
５
G
H
z

３
．
３
G
H
z

３
．
６
G
H
z

宇宙運用↓ 天
文N-Star

携帯プランバン
ド

１
．
８
G
H
z

Ｍ
Ｃ
Ａ

放送

２
．
１
１
G
H
z

２
．
２
G
H
z

２
．
３
G
H
z

２
．
４
G
H
z

２
．
５
G
H
z

２
．
６
９
０
G
H
z

１
０
０
０
M
H
z

９
０
０
M
H
z

７
１
０
M
H
z

７
２
２
M
H
z

放送放　送

N-Star

携帯

２
．
７
G
H
z

２
．
９
G
H
z

公共業務気象衛星 携帯
Ｐ
Ｈ
Ｓ

航空無線携帯携帯 タ
グ

Ｍ
Ｃ
Ａ

１
．
５
０
１
G
H
z

１
．
６
G
H
z

１
．
７
G
H
z

１
．
２
１
５
G
H
z

１
．
７
５
０
G
H
z

１
．
７
８
５
G
H
z

１
．
４
２
９
G
H
z

１
．
３
G
H
z

携帯
Ｍ
Ｃ
Ａ

天
文

２
．
０
G
H
z

１
．
８
４
５
G
H
z

１
．
８
８
０
G
H
z

１
．
９
G
H
z

１
．
５
２
５
G
H
z

１
．
５
５
９
G
H
z

１
．
６
２
６
G
H
z

３
０
０
M
H
z

４
０
０
M
H
z

２
０
０
M
H
z

２
２
２
M
H
z

１
．
２
G
H
z

放送

１
．
４
G
H
z

１
．
１
G
H
z

１
７
０
M
H
z

４
７
０
M
H
z

８
０
０
M
H
z

３
０
M
H
z

５
０
M
H
z

１
５
０
M
H
z

放送

７
６
M
H
z

１
０
８
M
H
z

４
．
２
G
H
z

４
．
５
G
H
z

移動通信

１
．
４
７
７
G
H
z

主にレーダー
電
波
天
文

携帯

１
．
４
５
３
G
H
z

携帯

４
．
８
G
H
z

イ
ン
マ
ル

４
．
８
G
H
z

２
．
６
５
５
G
H
z

２
．
６
３
０
G
H
z

２
．
６
０
５
G
H
z

２
．
５
３
５
G
H
z

Ｍ
Ｃ
Ａ

イ
ン
マ
ル

５
．
３
５
G
H
z

５
．
１
５
G
H
z

５
．
０
G
H
z

５
．
１
G
H
z

主にレーダー

３
．
4G
H
z

航空無線航行

放
送
（
音
声
系

）

移動通信２０１０．１～使用可

２
．
１
G
H
z

Ｔ
Ｄ
Ｄ

携帯

１
．
６
６
０
G
H
z

無線航行衛
星

Ｆ
Ｗ
Ａ

航
空
無
線
航
行

４
．
９
G
H
z

主にレーダー

携
帯
衛
星

３
．
０
G
H
z

公共業務 携帯

ＬＡＮ等

レーダー（共用）

ＬＡＮ等

レ
ー
ダ
ー
等

放送
（映像系）

固定業務（通信）２０１２．１１まで
固定業務（通信）２０１２．１１まで
（一部２００５．１１まで）

Ｆ
Ｗ
Ａ

航空無線航行
（電波高度計）移動通信２０１０．１～使用可

５
．
４
G
H
z

５
．
７
２
５
G
H
z

５
．
４
７
G
H
z

２
．
８
G
H
z

放送

レ
ー
ダ
ー
等

６
．
０
G
H
z

概ね用途が決定放送移動体通信 無線ＬＡＮ レーダー 用途は未確定

０～１GHz

１～２GHz

２～３GHz

３～６GHz



３０～４７０MHzの使用状況

天文

4
7
0

4
2
0

4
3
0

4
4
0

4
5
0

公共業務、船舶、ラジコ 特小・公共ＡＴ

1
7
0

1
8
0

1
9
0

2
0
0

2
1
0

航空
（ＩＬ
Ｓ）

ＴＶ（１～３）放送

ポケベル・公共航空・公共業務 航空・公共 防災・公共 航空・公共業務

3
3
0

3
3
5

2
3
0

公共（固定・移動）

公共・放送・電通等

特定小電力 アマチュア

ＴＶ（４～１２）放送

3
9
0

4
0
0

3
4
0

3
5
0

3
6
0

3
3
5

4
1
0

3
0
0

3
1
0

3
2
0

2
6
0

2
7
0

2
8
0

2
9
0

2
5
0

4
6
0

1
6
0

1
7
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

1
4
0

9
0

1
0
0

2
4
0

1
5
0

Ａ
ＴＦＭ放送

航空（ＶＯ
Ｒ／ＩＬＳ）

航空通信

2
2
0

7
0

8
0

3
7
0

3
8
0

3
0

4
0

5
0

6
0

３０～１７０MHz

１７０～３３５MHz

３３５～４７０MHz

１５０MHz帯・・・国の機関、防災、消防・救急、鉄道、電力、ガス、
放送事業、船舶、テレメーター、ＡＴ、簡易無線等、既に様々な業
務に利用。

４００MHz帯・・・国の機関、防災、消防・救急、鉄道、道路、電力、ガス、タクシー、モータースポーツ、新聞通信、警備、気象援助、電気通信業
務、放送事業、簡易無線、アマチュア、特定小電力無線局等、様々な業務に利用。



　　Ｊ３７Ａ・・・放送業務（ＴＶ放送に限る。）によるこの周波数帯の使用は､2011年７月24日までに限る。（VHF放送）
　　Ｊ５８Ａ・・・移動業務におけるこの周波数帯の使用は、2011年７月25日からとする。(170～222MHz）
　　Ｊ７３Ａ・・・陸上移動業務によるこの周波数帯の使用は、2012年７月25日からとする。(470～770MHz）
　　Ｊ７５Ａ・・・放送業務（ＴＶ放送に限る。）によるこの周波数帯の使用は、 2012年７月24日までに限る。（710～722MHz）
　　Ｊ７５Ｂ・・・放送業務によるこの周波数帯の使用は2012年７月24日までに限る。（722～770MHz）

【現行】

90～108 MHz
　　　　（1～3ch）

　　　170～222 MHz
　　　　（4～12ch）

470～770　MHz
（13～62ch）

アナログ
テレビ
放送

アナログ
テレビ
放送

アナログテレビ放送

【2011年以降の周波数割当計画】

デジタルテレビ放送
移動通信／テレビジョ
ン以外の放送 移動通信

テレビジョン
以外の放送

　　　　（55～62ch）

Ｊ３７Ａ Ｊ３７Ａ／Ｊ５８Ａ 　　　　　Ｊ７３Ａ／Ｊ７５Ａ／Ｊ７５Ｂ

　18MHz 　　　52MHz 　48MHz　12MHz　２４０MHz

53､54
ｃｈ

（注）

710MHz　722MHz

放送の跡地

現在、電波有効利用方策委員会において検討中　→　平成１９年６月に答申予定



　消防・防災の周波数

今後、需要見合いで拡張（既存業務の周波数移行）の検討が必要

　　　　　～２６０MHz帯～

＜無線設備規則上の狭帯域デジタル通信方式の適用周波数帯　：　255MHｚ～275MHz＞

＜２周波　SCPC方式＞

＜２周波　TDMA方式＞

【防災、消防・救急】

移動（公共業務：DG） 移動（公共業務：DG）

既存業務の周波数
移行が必要

【防災、消防・救急】



１．７GHzの携帯

　

⑥’⑦’

⑦’⑥’

①’

⑤’

②’

④’

⑥ ⑦④ ⑤

全国 ①

東名阪 ① ② ③

② ③

③’④’⑤’

1710

1750

1755

1760

1880

1775

1780

1785

④ ⑤ ⑥ ⑦

1765

1770

1845

1860

②’①’ ③’

2075.5

2205.5

ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ(音声衛星
放送）

2255.5

アマチュア
移動体衛星
通信ｻｰﾋﾞｽ↓

ﾙｰﾗﾙ加入
者系無線

ﾙｰﾗﾙ加入
者系無線

1850

1915.6

2010

2025.5

公共業務(固定） PHS
ガ
ー

ド
無線LAN(-97) IMT-2000ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ

IMT-2000プランバンド IMT-2000
宇宙運用↑(NASDA,

宇科研) IMT-2000 宇宙運用↓
公共業務（固定・移

動）
産業科学医療用

（ISM）

音声
衛星
放送

移動衛
星↑

1710

1920

1980

2025

2110

2170

2200

2300

2400

2497

2500

2535

2690

2630

2655

IMT-2000への割当

携帯端末用（↑） 基地局用（↓）

(1) 全国割当可能な周波数は、１５MHz×２（上下）＝３０MHz　→　①②③
(2) 東名阪に割当可能な周波数は、２０MHz×２（上下）＝４０MHz　→　④⑤⑥⑦

H24.5.31まで

IMT-2000
(衛星↑)

IMT-2000
(衛星↓)

IMT-2000
ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ

拡大

IMT-2000
ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ



　２．５GHz広帯域移動無線アクセス

Ｎ－ｓｔａｒ（↑）広帯域移動無線アクセス

ETS
Ⅷ
（↑）
2004

モバイル放送（↓）　

2
6
5
0

2
6
6
0

2
6
9
0

2
6
0
0

1
9
8
0

アマチュア

2
0
2
5

宇宙運用↑(NASDA,
宇科研)

ﾙｰﾗﾙ加入
者系無線

2
3
0
0

2
1
7
0

2
4
0
0

移動体衛星
通信ｻｰﾋﾞｽ↓

2
4
9
7

ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ(音声衛星
放送）

2
5
3
5

2
6
5
5

2
6
3
0

2
6
9
0

IMT-2000ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ

移動衛
星↑

音声
衛星
放送

2
5
0
0

産業科学医療用
（ISM）

ﾙｰﾗﾙ加入
者系無線

無線LAN(-97)

宇宙運用↓

2
2
5
5
.5

公共業務(固定）

2
0
2
5
.5

2
0
7
5
.5

ガ
ー

ド

1
9
1
5
.6

2
0
1
0

2
2
0
5
.5

公共業務（固定・移
動）

IMT-2000

2
1
1
0

1
9
2
0

IMT-2000プランバンド IMT-2000

1
8
5
0

PHS

2
2
0
0

2
5
3
5

Ｎ－ｓｔａｒ（↓）

2
5
0
5

2
5
5
0

1
7
1
0

ETSⅧ
（↓）
2004

2
5
0
0

音声衛星放送（ＷＲＣ－０３）

2
6
0
5

2
6
3
0

2
6
5
5

H24.5.31まで

IMT-2000
(衛星↑)

IMT-2000
(衛星↓)

IMT-2000
ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ

拡大

現行

IMT-2000
ﾌﾟﾗﾝﾊﾞﾝﾄﾞ

２．５GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件を諮問（１８．２．２７）



　８００MHz帯の携帯

ＲＦＩＤ
Ｓ
Ｔ
Ｌ

空
港

空
港

ＭＣＡＭＣＡ

パ
ー

ソ
ナ
ル

携帯電話↑
（ＩＭＴ－２０００）

携帯電話↓
（ＩＭＴ－２０００）

810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960

45MHz間隔

ラ
ジ
オ
マ
イ
ク

放送FPU/
ﾗｼﾞｵﾏｲｸ

放送

720730750740760 770 780790800



次世代移動通信システムの候補周波数（ワイヤレスブロードバンド推進検討会）

IMT-2000プランバンド

IMT-2000プランバンドの中で高度化３Gへ割当て

2.5GHz帯
（2500-2690MHz）

1.7GHz帯
（1710-1885MHz）

800MHz帯
（8MHz幅）

2.0GHz帯
（2010-2025MHz）

800MHz帯
（上り下りの
周波数の変換）

３G（FDD方式）への割当て
が確定

３G（TDD方式）への
割当てが確定

2012年を目途に再編
を行う予定

新たな移動通信システムへ割当て

2.5GHz帯を広帯域移動無線
アクセスシステムへ割当て

候補周波数帯：　2.5GHz
帯

・3G／3.5Gを上回る伝送速度
・一定レベル以上の伝送速度
・3G／3.5Gを上回る周波数効率

3.4-4.2GHz 4.4-4.9GHz

4G向けに提案している周波数帯

３G（FDD方式）
が免許

伝送速度100Mbps以上実現のため、
IMTプランバンド以外でまとまった

周波数帯域の確保



移動通信の周波数需要（ワイヤレスブロードバンド推進検討会）

 

0 MHz

500 MHz

1GHz

1.5GHz

2 GHz

2005年 2010年 2015年

340MHz

1.38GHz

「広帯域移動無線ｱｸｾｽ」
導入開始

「高度化3G」
導入開始

「4G」
導入開始

289MHz270MHz



陸上移動通信（自営系）

その他
16.9
7%

国家行政（一部除く。）

20.8

9%

その他の陸上運輸

8.7

4%

製造販売
6.9
3%

電気・ガス・水道
6.7
3%

放送・新聞
3.4
1%

土木建設

6.3

3%

簡易無線（パーソナ
ル除く。）
60.2
25%

ＭＣＡ
43.7
19%

タクシー
23
10%

防災

17.5

7%

鉄道
10
4%

消防・救急
10.7
5%

２３０万局程度

　自営系移動通信の利用状況

平成１７年８月末

局数（万台）

全体に占める割合

公衆系移動通信

自営系移動通信

公衆系と自営系の局数比較



自営系移動通信の動向

基本的には、

電波の利用状況調査の評価結果、アクションプランに基づき、電波の有効利用を促進。

全体的な方向性は、

自営系の移動無線は、今後もデジタル化を推進　→　それでも都市部では周波数不足

個別的には、

◇　簡易無線　　・・・　デジタル化を図り伝送路数を増やし輻輳を緩和する一方、周波数の効率的な
　　　　　　　　　　　　　 利用を促進するため狭帯域デジタルナロー方式の導入を図る　→　デジタル化

◇　防災・消防　・・・　60MHzの県防災無線　→　１９．１１．３０までに着実に移行
　　　　　　　　　　　　　150/400MHzのアナログ防災無線は早急に移行先である260MHzのデジタル防
　　　　　　　　　　　　　災無線に集約　→　260MHz帯への移行を推進　　　　　　　　　　　　　

◇　ページャー　・・・　ページャーの加入者が大幅に減少　→　空き周波数の有効利用を検討

◇　アマチュア　・・・　 ３．８MHzは、局数に比べて狭い帯域　→　周波数の拡大の可能性を検討

◇　パーソナル　・・・　無線局数の大幅な減少等を勘案し、廃止の方向で検討　→　時期の検討

◇　その他　　　 ・・・　生態位置検知システムの導入等



電波の有効利用施策

「電波政策ビジョン」の提言　－情報通信審議会答申（平成１５年７月）－
目標　⇒　“世界最先端のワイヤレスブロードバンド環境の構築”

これを受け総務省は、周波数の再編方針を策定（電波需要を予測）

電波の利用状況
の調査・評価

周波数移行に向け
たｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成

給付金制度活用
による周波数移行

電波利用料の活用
研究開発（周波数有効利用・・・）

電波利用環境の整備（電波監視）

＜この実現に向け＞

電波のリサイクル
～７７０MHz
７７０MHz～３．４GHz
３．４GHz～

「周波数割当計画の改正」



現在、135kHz帯(10～135kHz)、13.5MHz帯(13.553～13.567MHz)、2.4GHz帯(2.4　

～2.4835GHz)等が確保されているが、多様な用途に対応できるよう、950MHz帯　付
近等の新たな周波数帯も検討

① 5年以内に1.7GHz帯、2.5GHz帯を中心に約330～340MHz幅を確保

　　　・800MHz帯(現在、MCA等で利用)で8MHz幅

　　　・1.7/2.5GHz帯(現在、国の固定通信、民間の衛星等で利用)の一部の帯域

　　　・2GHz帯で15MHz幅　　等

② 5～10年以内に5～6GHz以下を中心に最大で約1.38GHz幅を確保

　　　・VHF/UHF帯(現在、放送で利用)の一部の帯域

　　　・800MHz帯(現在、地域防災無線通信、空港無線電話で利用)で10MHz幅

　　　・1.5GHz帯(現在、MCA等で利用)で18MHz幅

　　　・3.5GHz帯(現在、放送中継で利用）で200MHz幅の一部の帯域

　　　・4G/5GHz帯(現在、電気通信事業者の固定通信で利用)の一部の帯域

① 5年以内に5GHz帯を中心に最大で480MHz幅の周波数需要に対応可能な周波数

　 を確保

　　　・4.9～5.0GHz帯（現在、電気通信事業者の固定通信で利用)で100MHz幅

　　　・5.25～5.35GHz帯(現在、国、電力会社等の気象レーダで使用)で100MHz幅

　　　・5.47～5.725GHz帯(現在、国等のレーダで利用)の一部の帯域

② 5～10年以内に5GHz帯等を中心に最大で約740MHz幅の周波数需要に対応可能

な周波数を確保

　　　・5GHz帯(現在、電気通信事業者の固定通信で利用)の一部の帯域

　　　・準ミリ波帯の利用拡大及びミリ波帯（59～66GHz）の開発・導入

① UWB無線システム：情報通信審議会におけるマイクロ波帯(3.1～10.6GHz)への　

導入のための技術的条件の検討結果を踏まえ、来年度を目途に制度化

② ITS関連電波システム：既存の5.8GHz帯(5.77～5.85GHz)における周波数の効　

率的利用の促進を行いつつ、高度化について利用周波数帯等を検討

③ 準天頂衛星通信システム：通信・放送・測位サービスに関し､WRC-03で2.6GHz　

帯(2.605～2.630GHz)が音声衛星放送用に分配されたこと、通信・測位用に割　 当

て可能な周波数及び今後の研究開発動向等を考慮しつつ検討

④ 情報家電：電波の利用状況の調査結果や市場ニーズ等を踏まえ、5GHz帯近辺　

の周波数割当てを念頭に、具体的な利用周波数、必要帯域幅等を検討

【周波数の再編方針】

今
後
、
電
波
法
に
基
づ
く
周
波
数
割
当
計
画
の
改
訂
を
段
階
的
に
実
施

① デジタル放送の円滑な全国展開のための周波数割当て

② UHF帯は、2012年以降、移動通信システム等に利用

③ VHF帯は、地上デジタル音声放送、移動通信等に関する今後の利用ニーズを踏　

まえ、2011年以降新規需要への割当て

電波の利用状況の調査・公表制度による評価結果等を踏まえた具体的な周波数割当計画の改訂の段階的実施に資する基本的な考え方を示す。周波数の再編方針

携帯電話、PHSの中長期の加入者数及び

所要伝送速度等の推計をもとに、ITUが策

定した予測方法を用いて算出した周波

数需要(5～6GHz以下)

・約270MHz幅(現状)

・330～340MHz幅(5年後)

・1,060～1,380MHz幅(10年後)

無線LANの中長期の利用者数及び所要伝

送速度等の推計をもとに、ITUが策定し

た予測方法を用いて算出した周波数需要

(主に5GHz帯)

・約160～200MHz幅(現状)

・最大約480MHz幅(5年後)

・最大約740MHz幅(10年後)

物流等の多様な分野で(自動改札用ICカー

ド、商品管理、物流管理等)電子タグの高

度利活用が進展

移動通信システム

無線LAN･NWA

RFID(電子タグ)

電波利用システムの高度化、開発の進展

及び導入の促進

UWB、ITS、準天頂衛星通
信システム、情報家電 等

【用語】NWAシステム（Nomadic Wireless Access：ホットスポット等の非定住型の無線アクセス）、RFID（Radio Frequency 
　　　　Identification:電子タグ）、UWBシステム（Ultra Wide Band：超広帯域無線システム）、ITS（Intelligent 
　　　　Transport System：高度道路交通システム）、

【情報通信審議会 答申】
「電波政策ビジョン」 の提言

世界最先端のワイヤレス
ブロードバンド環境の構築

Ⅰ 抜本的な周波数割当て

　　の見直し
・ 周波数の再編方針の策定

・ 周波数割当計画改訂の段階　

　的実施

Ⅱ 周波数の再配分・割当制度

の整備

Ⅲ 電波利用料制度の抜本的な

見直し

Ⅳ 研究開発の推進

Ⅴ 無線端末の円滑な普及促進

Ⅵ 国際戦略の一層の強化

Ⅶ 安心で安全な電波利用環境

整備

【今後中核となる電波利用システム】

今後の電波政策のあり方

デジタル化の円滑な推進とその普及･発展

　 三大広域圏（関東、中京、近畿）では、2003年

　 12月に、その他の地域では2006年末までにデジ

　 タル放送を開始。2011年にアナログ放送を終了。

地上テレビジョン放送



①① 26.175MHz26.175MHz以下以下

・・3.8MHz3.8MHz帯アマチュア無線帯アマチュア無線：：

　　 周波数の逼迫度が高周波数の逼迫度が高いためいため、周波数事情を勘案し、周波数事情を勘案しながらアマながらアマ
　　 チュア無線が使用できる周波数帯の拡大チュア無線が使用できる周波数帯の拡大をを検討検討すべきすべき

平成１７年度電波の利用状況調査の評価結果平成１７年度電波の利用状況調査の評価結果

・全体としては、おおむ・全体としては、おおむね適切ね適切なな利用利用がながなされていると評価されていると評価

・ただし、・ただし、一部のシステムについては、一部のシステムについては、デジタル化、有線系へのデジタル化、有線系への

　　代替、周波数移行等の有効利用方策を検討代替、周波数移行等の有効利用方策を検討することが適当することが適当

「周波数再編アクションプラン」に「周波数再編アクションプラン」に追加した追加した取組取組

②② 5050～～220MHz220MHz帯帯

・・防災無線・県防災端末系無線防災無線・県防災端末系無線(60MHz(60MHz帯帯))：：
　　 周波数割当計画に規定する周波数の使用期限周波数割当計画に規定する周波数の使用期限((平成平成1919年年1111月月

　　 3030日日))までに着実に移行を実施すべきまでに着実に移行を実施すべき

・・防災無線・市町村防災無線・消防用無線防災無線・市町村防災無線・消防用無線(150MHz(150MHz帯帯))：：

　　 デジタル化に併せて、できるだけ早期に移行周波数帯であるデジタル化に併せて、できるだけ早期に移行周波数帯である

　　 260MHz260MHz帯への集約を推進すべき帯への集約を推進すべき
　・・アナログアナログTVTVの跡地利用の跡地利用(90(90～～108108、、170170～～222MHz222MHz帯帯))：：
　　 情報通信審議会での技術的課題の検討を踏まえつつ、次回調情報通信審議会での技術的課題の検討を踏まえつつ、次回調

　　 査査((平成平成2020年度年度))において詳細な検討を実施すべきにおいて詳細な検討を実施すべき

平成１７年度調査の主な評価結果と新たに追加した取組平成１７年度調査の主な評価結果と新たに追加した取組

③③ 222222～～335.4MHz335.4MHz帯帯

・・電気通信業務用ページャー電気通信業務用ページャー(280MHz(280MHz帯帯))：：

　　 加入者数が大幅に減少しているため、周波数の削減等を考慮加入者数が大幅に減少しているため、周波数の削減等を考慮
　　 し、今後の有効利用方策を検討すべきし、今後の有効利用方策を検討すべき

④④ 335.4335.4～～770MHz770MHz帯帯
・・防災無線･県防災端末系無線･市町村防災用無線防災無線･県防災端末系無線･市町村防災用無線(400MHz(400MHz帯帯))：：

　　 デジタル化に併せて、できるだけ早期に移行周波数帯であるデジタル化に併せて、できるだけ早期に移行周波数帯である

　　 260MHz260MHz帯への集約を推進すべき帯への集約を推進すべき

・・簡易無線簡易無線(350(350、、400MHz400MHz帯帯))：：

　　 輻輳の軽減と周波数有効利用の観点から、狭帯域化及びデジ輻輳の軽減と周波数有効利用の観点から、狭帯域化及びデジ

　　 タル方式の導入を検討すべきタル方式の導入を検討すべき
　・・アナログアナログTVTVの跡地利用の跡地利用(710(710～～770MHz770MHz帯帯))：：

　　 VHFVHF帯帯(90(90～～108108、、170170～～222MHz222MHz帯帯))と同じ評価と同じ評価

①① 26.175MHz26.175MHz以下以下

・・3.8MHz3.8MHz帯アマチュア無線帯アマチュア無線：：
　　 既存システムの既存システムの周波数周波数使用状況等使用状況等を勘案しを勘案しつつ、アマチュア無線が使用つつ、アマチュア無線が使用

　できる周波数帯の拡大の可否について検討を行い、今年度中に結論を出す　できる周波数帯の拡大の可否について検討を行い、今年度中に結論を出す

・平成・平成1717年度電波の利用状況調査の評価結果を受け、以下の取組を追加年度電波の利用状況調査の評価結果を受け、以下の取組を追加

②② 5050～～220MHz220MHz帯帯
・・防災無線・県防災端末系無線防災無線・県防災端末系無線(60MHz(60MHz帯帯))：：

　　 使用期限使用期限((平成平成1919年年1111月月3030日日))までに周波数の移行等が円滑に行えるよう、までに周波数の移行等が円滑に行えるよう、

　　 半年に一度、半年に一度、PARTNERPARTNER情報を用いて無線局数の推移を確認し情報を用いて無線局数の推移を確認しHPHPに掲載するに掲載する

・・防災無線・市町村防災無線・消防用無線防災無線・市町村防災無線・消防用無線(150MHz(150MHz帯帯))：：

　　 ‐‐防災無線・市町村防災無線は、無線局数の推移等を踏まえ、周波数の防災無線・市町村防災無線は、無線局数の推移等を踏まえ、周波数の

　　使用期限について検討を行い、今年度中に一定の方向性を打ち出す　　使用期限について検討を行い、今年度中に一定の方向性を打ち出す
　　 ‐‐消防用無線は、電波法関係審査基準に規定する周波数の使用期限消防用無線は、電波法関係審査基準に規定する周波数の使用期限((平成平成

　　　　2828年年55月月3131日日))について、今年度中に周波数割当計画への反映を行うについて、今年度中に周波数割当計画への反映を行う
　・・アナログアナログTVTVの跡地利用の跡地利用(90(90～～108108、、170170～～222MHz222MHz帯帯))：：

　　 情報通信審議会における情報通信審議会におけるVHFVHF／／UHFUHF帯の電波の有効利用についての審議状帯の電波の有効利用についての審議状

　況を注視し、平成　況を注視し、平成2020年度利用状況調査において、詳細な評価を実施する年度利用状況調査において、詳細な評価を実施する

③③ 222222～～335.4MHz335.4MHz帯帯

・・電気通信業務用ページャー電気通信業務用ページャー(280MHz(280MHz帯帯))：：

　　 今後の加入者数の推移等を踏まえ、周波数帯域幅の削減について検討今後の加入者数の推移等を踏まえ、周波数帯域幅の削減について検討

　を行い平成　を行い平成1919年度までに一定の方向性を打ち出す年度までに一定の方向性を打ち出す

④④ 335.4335.4～～770MHz770MHz帯帯

・・防災無線・県防災端末系無線・市町村防災用無線防災無線・県防災端末系無線・市町村防災用無線(400MHz(400MHz帯帯))：：

　　 無線局数の推移等を踏まえ、周波数の使用期限について検討を行い、無線局数の推移等を踏まえ、周波数の使用期限について検討を行い、
　今年度中に一定の方向性を打ち出す　今年度中に一定の方向性を打ち出す

・・簡易無線簡易無線(350(350、、400MHz400MHz帯帯))：：

　　 アナログ方式の撤廃とデジタル方式の導入及び狭帯域化について検討アナログ方式の撤廃とデジタル方式の導入及び狭帯域化について検討

　を行い今年度中に結論を出す　を行い今年度中に結論を出す

　　・・アナログアナログTVTVの跡地利用の跡地利用(710(710～～770MHz770MHz帯帯))：：

　　 VHFVHF帯帯(90(90～～108108、、170170～～222MHz222MHz帯帯))と同じ取組と同じ取組



最近のシステム

・広帯域移動無線アクセス
　平成１８年２月２７日に情報通信審議会に諮問。平成１８年１２月に一部答申。
　　「２．５GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」（広帯域移動無線アクセス委員会）　

・第４世代携帯電話
　ＷＲＣ０７で周波数が確定される予定。実用化は２０１０年頃？３．４～４．９GHzが候補か。光ファイバクラス。

・ＵＷＢ
　平成１８年３月２７日にUWB無線システム委員会 より「UWB無線システムの技術的条件」の答申。
　　電波監理審議会に制度改正を諮問し、答申。 　

・電子タグ
　４３３MHzアクティブタグの技術的条件の答申（情通審18.7.20）。電波監理審議会諮問（9.13）答申１１月。

・ＩＴＳ
　次世代は研究開発段階。車車間、路車間の実現。ＶＩＣＳは１５００万台、ＥＴＣは１２００万台。

・ＰＬＣ
　　「国際無線障害特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち「高速電力線搬送通信設備に係る許容値及び
　　測定法」について、平成１８年１月１８日に情報通信審議会に諮問し答申。９月１３日、電波監理審議会答申。

・無線ＬＡＮ（１１ｎ）
　平成１８年３月２７日に情報通信審議会に諮問。１２月２１日に答申。
　　「高速無線ＬＡＮの技術的条件」（５GHz帯無線アクセスシステム委員会）



電波行政の組織と業務内容

周波数割当・調整

技術基準の策定

免許方針の策定

電波監視・環境

無線機の認証

電波部

電波政策課
国際周波数政策室
電波利用料企画室

基幹通信課
移動通信課
衛星移動通信課

電波環境課
監視管理室

電波利用料

電波利用調査

免許処理

総合通信基盤局

総務課

通信事業部

国際部

情報通信政策局

（放送、宇宙、技術開発、セキュリティ・・・）
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